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■ 地域協議会の主な役割 
   地域協議会の役割は、身近な地域の課題について議論し、地域の意見を取り

まとめ、その意見を市に伝えることです。その役割を果たすため、主に「諮問・

答申」、「自主的審議」、「地域活動支援事業（令和４年度で終了）」を活用しま

す。 

 

 ① 諮問・答申 

  ・諮問とは、市長が政策判断の参考とするため、特定の案件について地域協議

会に対して「区域の住民の生活に及ぼす影響」の観点から意見を求められた

場合、その内容を審議します。 

  ・答申とは、諮問された事項を審議し、その結果を市長に対して返します。答

申に当たって地域協議会は、「地域住民の生活に支障なし」または「地域住

民の生活に支障あり」の判断をしますが、その内容は、地域住民の生活に及

ぼす影響の観点を踏まえた意見である必要があります。 

 

 ② 自主的審議 

  ・地域協議会は、自主的な判断で地域自治区（浦川原区）における課題等につ

いて審議することができます。自主的審議に当たっては、地域の関係者や市

の担当課からの情報収集、必要に応じて地域との意見交換、課題の解決策の

協議など、地域自治区に住む住民としての観点からの議論が必要となり、審

議した結果を意見書として市長に提出することができます。 

 

 ③ 地域活動支援事業（令和 4年度で終了） 

  ・地域の課題解決や活力向上に向け、住民の自発的・主体的な活動を推進する

ために、各地域自治区にあらかじめ配分された予算の範囲内で、事業に必要

な経費を実施団体に補助する制度です。 

  ・地域協議会では、提案された事業について、地域自治区（浦川原区）で定め

た採択方針に基づき審査し、採択事業を決定してきました。 
 

◇第５期浦川原区地域協議会委員 

 

氏  名 役  職 氏  名 役  職 

藤 田   会   長 春  日 清  美 委   員 

村 松   進 副 会 長 北  澤    誠 委   員 

池  田 幸  博 副 会 長 北 澤 正 彦 委   員 

相 澤 誠 一 委   員 五井野 利 一 委   員 

赤 川 義 男 委   員 杉 田 和 久 委   員 

小  野 正  広 委   員 宮 川   勇 委   員 
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■ 市からの諮問事項と答申 
   第 5期浦川原区地域協議会では、任期が始まった令和 2年 4月 29日から本

日（令和 6年 2月 23日）までの間に、下記のとおり市からの諮問を受け、審査

した結果、いずれも「適当・支障なし」との答申を行いました。 

 

諮問日 
諮問 

番号 
諮問事項 担当課 

令和3年6月18日 70号 浦川原谷ゲートボールハウスの廃止について 高齢者支援課 

令和3年7月29日 71号 上越市過疎地域持続的発展計画（案）について 自治・地域振興課 

令和3年8月18日 72号 
上越市浦川原運動広場（野球場・トレーニング棟）の廃止

について 
スポーツ推進課 

令和3年8月26日 73号 横住総合交流促進センターの廃止について 農村振興課 

令和4年8 月 9 日 74号 新市建設計画の変更について 企画政策課 

令和4年8月17日 75号 
浦川原中学校の廃止と安塚中学校及び大島中学校との新

設統合校の設置について 
教育総務課 

令和 4年 11月29日 76号 浦川原霧ケ岳温泉ゆあみの廃止について 施設経営管理室 

令和5年7 月 5 日 77号 上越市過疎地域持続的発展計画変更（案）について 地域政策課 

令和6年1月17日 78号 上越市浦川原プールの廃止について スポーツ推進課 
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■ 自主的審議と意見書の提出 
    第 5期浦川原区地域協議会では、任期が始まった令和 2年 4月 29日から本

日（令和 6年 2月 23日）までの間に、地域の課題を解決するため、委員それ

ぞれが考える自主的審議事項の検討に向けた提案を行い、下表のとおりテーマ

ごとにＡグループとＢグループに分かれての協議を踏まえ、委員全員で自主的

審議を行いました。その結果、市に意見書を提出して住民の声を反映するよう

求めるなど、地域の課題解決に努めました。 
 
【Ａグループ】 

審 議 事 項 活 動 内 容 

浦川原区における文化の伝承

について 

自主的審議事項を検討するに当たり、3 団体（うらがわらスポー

ツクラブ・浦川原商工会・町内会長連絡協議会）と意見交換を行っ

た後、各団体から提出された課題等を基に、Ａグループで協議し、

課題の中から「文化の伝承」について検討していくこととした。 

その後、浦川原区の芸能 3団体（飯室神楽保存会・月影雅楽保存

会・保倉川太鼓）を地域として守るべき文化芸能と位置付けるとと

もに、各団体と意見交換を行い、各団体が抱える課題やその解決策

について検討した。 

令和 5年 6月、自主的審議事項として承認され、地域協議会にお

いて審議を行うための検討を進めてきたが、長い歴史を持つ芸能 3

団体には、それぞれの想いや活動スタンスがある中で、芸能 3団体

協力の下での組織化や団体等の設立が現状では難しく、もう少し時

間が必要であるとの結論に達したことから、令和 6年 1月をもって

自主的審議を終了した。 

 
【Ｂグループ】 

審 議 事 項 活 動 内 容 

ほくほく線の利用促進及び利

便性向上について 

自主的審議事項を検討するに当たり、「中山間地域における公共

交通の在り方」を検討することとし、ほくほく線の現状を学ぶため、

北越急行株式会社社長を講師に研修会を開催し、現状と課題を確認

後、利用促進に向けた方策について検討した。 

駅舎や駅舎周辺の賑
にぎ

わい創出に向けた検討を進めるとともに、ほ

くほく線の利用促進に向けた自主的審議を地域協議会に提案する

こととし、意見書の内容を協議した。令和 4年 12月、地域協議会の

自主的審議事項として承認され、令和 5年 1月、地域協議会におい

て意見書を提出することを決定し、同年 2月 2日付けで市へ意見書

を提出した。市では、意見書の提出を受け、同年 2月20日付けで地

域協議会に対し回答した。 
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○提出した意見書 

 

 

令和5年2月2日 

上越市長 中川 幹太 様 

浦川原区地域協議会 

会長 藤田  

 

ほくほく線の利用促進及び利便性向上について（意見書） 

 

上越市地域自治区の設置に関する条例第 7 条第 1 項の規定に基づき、ほくほく線の利用促進及び利

便性向上について自主的に審議した結果、下記のとおり意見がまとまりましたので提出いたします。 

 

記 

 

浦川原区地域協議会では、多くの諸課題について自主的審議の検討を進めており、その重点課題の一

つに北越急行(株)（ほくほく線）の利用促進があります。 

東頸城地区の先人の約 100年かけた願いが実現し、1997（平成9）年に「ほくほく線」が開業しまし

た。これまで、親しみ・愛着をもって利用してきた鉄路も、開業から 25年が経過しています。 

中でも、2015（平成 27）年 3 月の北陸新幹線開業まで越後湯沢・金沢間で運行された特急「はくた

か」は、走行スピード・収益とも在来線で日本一（首都圏を除く）となり、今でも誇りに思っています。 

しかしながら、北陸新幹線の開業とともに利用者が減少し、開業当時の熱意を知らない人が増えた現

在、冷静に考えて、マイレールとして地域で支えていくことが大変重要となってきています。 

浦川原区地域協議会では、ほくほく線の利用促進や利便性向上、地域の活性化に向けて、自主的に審

議してきました。この審議内容に加え、浦川原中学校の生徒さんと行っている意見交換会での意見も取

り入れ、以下の取組としてまとめましたので、沿線市町の中核であり、北越急行(株)の大株主である上

越市の大いなる支援を期待いたします。 

 

○ 令和 6 年春の敦賀延伸を見据え、北陸新幹線の停車駅である上越妙高駅へのほくほく線の乗り入

れを復活するとともに、本数を多くすること。 

直江津駅での乗り換えを少なくすることにより、関西方面への移動の利便性向上を図る。なお、直

江津駅で乗り換える場合は、高齢者・障がい者等に配慮し、同一ホームでの乗り換えとすること。 

 

○ ＪＲ黒井駅にほくほく線列車の停車本数を多くすること。 

直江津地区工場群の通勤者（交代勤務者も含む）に「ほくほく線」の利用促進を図る（パーク＆ライ

ドによるSDGsの実現）。 

 

○ 当地域の農産物生産者や民間事業者が北越急行(株)のネットショップ網を活用して地域の特産品

等を販売し、利益の一部を北越急行(株)に還元するとともに地域の活性化につなげる。 

 

○ 北越急行(株)が製造する新車両には、必ず車内トイレを設置すること。 

 

○ 虫川大杉駅・うらがわら駅両駅舎を活用し、地域の方々が企画・運営するイベントにより駅舎周辺

の活性化と「ほくほく線」の利用促進を図るために必要な支援をすること。 

例えば、駅舎前広場でのマルシェ（地元生産者やキッチンカーの出店）や駅舎でのカフェ（茶屋）

などのイベントを地域運営で開催するための協力。 
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○市からの回答 
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                                          別 紙 

【意見１】 

  令和6年春の敦賀延伸を見据え、北陸新幹線の停車駅である上越妙高駅へのほくほく線の乗り入れを復活

するとともに、本数を多くすること。 

直江津駅での乗り換えを少なくすることにより、関西方面への移動の利便性向上を図る。なお、直江津駅

で乗り換える場合は、高齢者・障がい者等に配慮し、同一ホームでの乗り換えとすること。 

【回答】 

  上越妙高駅への乗り入れや直江津駅での乗り換えについては、鉄道各社が利用状況や保有する車両数、車

両の折り返し、他社の鉄道との接続など、様々な要素を勘案し、調整しております。 

このたびの利便性向上に関するご意見につきましては、取組の参考としていただけるよう北越急行株式会

社にお伝えいたします。 

 

【意見２】 

ＪＲ黒井駅にほくほく線列車の停車本数を多くすること。 

  直江津地区工場群の通勤者（交代勤務者も含む）に「ほくほく線」の利用促進を図る（パーク＆ライドに

よるＳＤＧｓの実現）。 

【回答】 

  ＪＲ黒井駅への停車本数については、意見１に対する回答と同様に、北越急行株式会社が様々な要素を勘

案し、調整しております。 

このたびの利便性向上に関するご意見や、利用促進に関するご提案につきましては、取組の参考としてい

ただけるよう同社にお伝えいたします。 

 

【意見３】 

  当地域の農産物生産者や民間事業者が北越急行㈱のネットショップ網を活用して地域の特産品等を販売

し、利益の一部を北越急行㈱に還元するとともに地域の活性化につなげる。 

【回答】 

  北越急行株式会社のネットショップにおいては、ほくほく線の利用促進やマイレール意識の醸成につなが

るグッズを販売しており、収入確保の一つの方策として実施しているものと認識しております。 

  市といたしましては、地域からの提案を同社へ取り次ぐなど可能な支援を行ってまいりますので、具体的

な実施内容案を作成いただき、浦川原区総合事務所へご相談ください。 

 

【意見４】 

  北越急行㈱が製造する新車両には、必ず車内トイレを設置すること。 

【回答】 

  ほくほく線車両内のトイレ設置につきましては、平成 29年度の貴会からの意見書に対する回答のとおり、

北越急行株式会社に対し、新車両導入時にはトイレ付車両を導入するよう提案してきたところであります。 

  同社からは、新車両導入時にトイレを設置する方向で検討を進めていると聞いております。引き続き、市

民の要望として、このたびのご意見を同社にお伝えいたします。 

 

【意見５】 

  虫川大杉駅・うらがわら駅両駅舎を活用し、地域の方々が企画・運営するイベントにより駅舎周辺の活性

化と「ほくほく線」の利用促進を図るために必要な支援をすること。 

  例えば、駅舎前広場でのマルシェ（地元生産者やキッチンカーの出店）や駅舎でのカフェ（茶屋）などの

イベントを地域運営で開催するための協力。 

【回答】 

  ご意見にあるとおり、駅舎を活用することにより、鉄道や駅舎等への愛着・理解を高め、沿線住民のマイ

レール意識の向上や利用促進につながることが期待できると考えます。 

  ご提案いただいたイベント内容によっては、市の支援メニューを活用できる場合もありますので、具体的

な取組をご検討いただき、浦川原区総合事務所へご相談ください。 

 



7 

 

■ 地域活性化の方向性の作成 
令和 5年 8月 30日、地域の活力向上に向けた議論を進めるに当たり、委員

間の認識の共有はもとより、地域協議会と市の認識の共有を図るとともに、市

における取組の企画の参考とするため、地域において特に重視したいこと、大

切にしたいことについて、「地域活性化の方向性」としてまとめました。 

 

 

 

浦川原区における「地域活性化の方向性」 
 

≪浦川原区の地域活性化に向けて≫ 

 

 

 

 

 

 

  ○構成要素 

・ほくほく線のうらがわら・虫川大杉の両駅舎を利活用したイベント等の実施を通じ、同線に

対するマイレール意識の醸成と向上を図るとともに、ほくほく線の活性化を目指す。 

・住みよいまちづくりを目指し、高齢者等の交通弱者を出さないきめ細かな公共交通を確保す

ることで利便性を向上させるとともに、移住や商店及び飲食店の新規開店の促進を図り、人

口減少に歯止めをかける。 

・「田んぼダム」の導入や中山間地域の農地保全により、荒廃地の増加を抑制し、災害対策と野

生鳥獣による被害の縮小を図り、地域の山菜や特産品・農産物加工品等を活用した新規事業

及び販売網の機会を創出し、地域経済の活性化につなげる。 

・「虫川の大スギ」や「山本ぶどう園」、「月影の郷」などの観光資源と地域の文化・芸能を更に

広くアピールすることで、交流（関係）人口の増加につなげる。 

 

 

 

北越急行（ほくほく線）と国道２５３号・上越魚沼地域振興快速道路等交通の利

便性をいかし、観光・文化活動をアピールし、移住を促進するとともに、農地保全

を進め、自然環境に恵まれた地域とする。 
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■ 地域活動支援事業の審査 
    地域協議会では令和 4年度をもって事業が終了するまで、毎年、身近な地域

における課題の解決を図り地域の活力向上のため、市民の発意により実施され

る事業に対して、補助金を交付する「地域活動支援事業」を審査してきました。

浦川原区地域協議会では、提案団体からの事業内容の説明を受け、全体審査を

行い、浦川原区に配分された補助金額の範囲内で採択する事業を決定しました。 
 

【令和 2年度】配分額 5,400千円 
 提案総数 7事業：満額採択 7事業、減額採択 0業、不採択 0事業 

（単位：千円） 

提 案 事 業 名 

（提 案 者） 

補 助 

希望額 

審査 

結果 
採択額 

うらがわら雪あかりフェスタ(うらがわら雪あかりフェスタ実行委員会) 100 満額 100 

うらがわらまつり等地域活性化事業（NPO法人 夢あふれるまち浦川原） 1,660 満額 1,660 

事務代行地域活性化事業（NPO法人 夢あふれるまち浦川原） 1,078 満額 1,078 

浦川原区シンボル像リウラとラウラ補修事業（NPO 法人 夢あふれるま

ち浦川原） 
840 満額 840 

ＵＭＡ音楽イベント事業（浦川原音楽協会（ＵＭＡ）） 480 満額 ※注 480 

草刈り等に係る地域活性化事業（（NPO法人 夢あふれるまち浦川原）） 731 満額 731 

うらスポフェスタ等地域活性化事業（NPO 法人 うらがわらスポーツク

ラブ） 
481 満額 481 

計 5,370  5,370 

※注 採択後、事業内容を変更したため、後に減額。 

 
【令和 2年度：追加募集】配分残額 30千円 
 提案事業 1事業：満額採択 1事業、減額採択 0事業、不採択 0事業 

（単位：千円） 

提 案 事 業 名 

(提 案 者) 

補 助 

希望額 

審査 

結果 
採択額 

第 6回手作りの小さな文化祭（手作りの小さな文化祭実行委員会） 30 満額 30 

計 30  30 

※ 事業採択後、新型コロナウイルス感染者数の増加等により状況が変化し、現下のコロナ禍の中での開催

は厳しいと判断したため、事業を中止。 

 

【令和 2年度：3次募集】配分残額 294千円 
 提案事業 1事業：満額採択 1事業、減額採択 0事業、不採択 0事業 

  （単位：千円） 

提 案 事 業 名 

(提 案 者) 

補 助 

希望額 

審査 

結果 
採択額 

伝統芸能継承、次世代育成、地域活性化事業（飯室神楽保存会） 294 満額 294 

計 294  294 

※ 当初採択したＵＭＡ音楽イベント事業について、事業内容を変更したことに伴い、採択額から 264千円 

の減額となったため、手作りの小さな文化祭の 30千円と合わせて 3次募集を行ったもの。 
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【令和 3年度】配分額 5,400千円 
 提案総数 12事業：満額採択 8事業、減額採択 2事業、不採択 2事業 

（単位：千円） 

提 案 事 業 名 

（提 案 者） 

補 助 

希望額 

審査 

結果 
採択額 

防犯カメラを活用した防犯活動推進事業（有島自治会） 1,419 満額 1,419 

地域防犯事業（顕聖寺見廻り隊） 390 満額 390 

浦川原中学校吹奏楽部支援事業（浦川原中学校同窓会） 3,080 減額 2,098 

うらがわら雪あかりフェスタ（うらがわら雪あかりフェスタ実行委員

会） 
130 満額 130 

第 12回浦川原和太鼓祭（特定非営利活動法人 保倉川太鼓） 660 満額 660 

浦川原小学校環境整備事業（浦川原小学校後援会） 940 不採択 － 

防災士会だより発行事業（上越市防災士会浦川原支部） 77 満額 77 

ＵＭＡファミリーコンサート事業（浦川原音楽協会（ＵＭＡ）） 260 減額 210 

イベント・会議等に係る地域活性化事業（特定非営利活動法人 夢あふ

れるまち浦川原） 
154 満額 154 

印刷等に係る地域活性化事業（特定非営利活動法人 夢あふれるまち浦

川原） 
1,045 不採択 － 

「和山・観音堂」トレッキングコース活性化事業（特定非営利活動法人

夢あふれるまち浦川原） 
180 満額 180 

宿泊交流施設 月影の郷「ＰＲパンフレット作成」事業（月影の郷運営

委員会） 
82 満額 82 

計 8,417  5,400 

 

  

【令和 4年度】配分額 5,400千円 
 提案事業 6事業：満額採択 4事業、減額採択 2事業、不採択 0事業 

（単位：千円） 

提 案 事 業 名 

（提 案 者） 

補 助 

希望額 

審査 

結果 
採択額 

第 13回浦川原和太鼓祭（特定非営利活動法人 保倉川太鼓） 670 満額 670 

虫川の観光資源を活用した観光ＰＲ事業（大字虫川自治会） 333 満額 333 

うらがわら雪あかりフェスタ（うらがわら雪あかりフェスタ実行委員

会） 
165 満額 165 

広報紙「夢だより」周知推進事業（特定非営利活動法人 夢あふれるま

ち浦川原） 
260 減額 130 

「和山・観音堂」トレッキングコース整備促進事業（特定非営利活動法

人 夢あふれるまち浦川原） 
854 満額 854 

宿泊体験交流施設月影の郷イベント事業（月影の郷運営委員会） 2,586 減額 2,393 

計 4,868  4,545 

 

 

※令和 4年度をもって、事業終了。  
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■ 地域の課題解決に向けた住民意見の収集 
   浦川原区地域協議会では、これまで地域の課題解決に向けて住民の意見を収

集するため、下保倉地区、末広地区、月影地区、中保倉地区の 4地区に出向い

て「出張地域協議会」を開催し、地域住民との意見交換を行ってきました。 

   ところが、前期（第 4期）の地域協議会において、参加した地域住民が固定

化したことや、会場で出された意見の多くが行政課題であったことから、平成

30 年度から令和元年度までは出張地域協議会を開催していませんでしたが、

第 5期地域協議会委員の改選後、３年ぶりに実施することとなり、任期が始ま

った令和 2年 4月 29日から本日（令和 6年 2月 23日）までに 4回開催し、住

民の皆さんから様々な意見を伺いました。 
 

年 度 開催日・会場 住民意見の内容等（主なもの） 

令和 2年度 
11月 27日（下保倉地区） 

菱田集会所 

○イノシシ被害について 

 →地域協議会でイノシシ検討委員会を立ち上げたほか、関

係団体と総合事務所で「浦川原区イノシシ被害防止対策

検討委員会を設置し、地域協議会委員もメンバーに加わ

り、被害防止対策、今後の取組等について協議した。 

○直面している地域課題に関する自主的審議への要望。 

令和 3年度 
6月 26日（月影地区） 

谷集会所 

○過疎が進んでいるところについては、集落の終活を考えて

もいいのではないか。 

 →意見を踏まえ、島根大学の作野教授を講師に招き、「転換

点に立つ集落～どうしても守れない集落・エリアに対し

てどう向き合うか～」をテーマに、委員研修会を開催し

た。 

○地域の活性化について、誰の、何のためなのか、更に踏み

込んだ議論への要望。 

令和 4年度 
10月 20日（中保倉地区） 

中猪子田集会所 

○地域活動支援事業を活用してきた団体から活動状況につ

いての報告。 

○地域協議会から、仲間の絆を深めるために行っているこ

と、公民館の講座等に男性が参加しやすくするにはどうす

ればいいかなどについて質問。長引くコロナ禍で地域の寄

り合いの機会が少なくなっている中、工夫しながら老人会

の活動や町内の活動を実施している様子を住民から聞く

ことができた。 

令和 5年度 

11月 17日（末広地区） 

浦川原里山地域活性化

センター 

○イノシシなどの鳥獣被害に関する対策について 

 →委員から、過去に市と関係団体で検討委員会を設置し、

協議した経過を説明するとともに、区内の電気柵の設

置、猟友会による駆除などの状況について説明した。 

○末広小学校の閉校や高齢化により、地区に元気がなくなっ

てきているが、イベント等を開催し地域を盛り上げる工夫

をしたいと思っているので、知恵を貸してほしい。 

 →末広小学校の閉校に当たり、芝浦工業大学から学校の活

用について提案があったが、地域事情から受けられなか

ったと聞いている。地域が元気になるにはリーダーや核

となる団体が必要なので、町内会長がリーダーになり、

盛り上げていただきたい。 
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■ 中学生との意見交換会 
   浦川原区地域協議会では、次世代を担う浦川原中学校の生徒に、地域に対

する愛着や地域を大切に思う心を育みながら、中学生自ら地域づくりのため

にできることは何かを考えてもらう「きっかけ作り」として、また、地域の

課題を認識する機会として、平成 26年度から継続して意見交換会を行ってい

ます。 
 令和 2年度 令和 3年度 

名 称 
浦川原区地域協議会主催中学生との意見交換会 

地域に目を向ける～まちづくりの第一歩 

浦川原区地域協議会主催中学生との意見交換会 

浦川原の魅力再発見 

開催日 

プレゼンテーション：令和 2年 10月 6日（火） 

現地見学：令和2年11月18日（水） 

ワークショップ：令和2年12月15日（火） 

意見交換会：令和 3年 3月 16日（火) 

現地学習：令和 3年 10月 27日（水） 

ワークショップ：令和 4 年 3 月 8 日（火） 

対 象 
生 徒 浦川原中学 1年生 浦川原中学校 1年生 

ねらい 

○生徒が区内各所の見学を通じて、自分たち

の住む「ふるさと浦川原」の風土・歴史・文

化を再発見する。 

○事前学習及び現地見学で収集した情報を整

理し、中学生として地域貢献できる企画を

実現する。 

○生徒が区内各所の見学を通じて、自分たち

の住む「ふるさと浦川原」の歴史・文化を

再発見する。 

○現地見学を踏まえて、「浦川原のいいとこ

ろ」をまとめたマップを作成する。 

内 容 

○生徒が「浦川原区のいいとこ探し」を行い、

8 つのグループに分かれてまとめた内容を

発表。（プレゼンテーション） 

○3班に分かれて区内の事業所、名所・旧跡、

農園等を訪問・見学した。 

 ■見学箇所 

  ①食品コース 東屋菓子店 → 山本ぶどう園 

→ (有)ファーム五十嵐 

   ②名所コース  虫川の大スギ → 圓重寺 →  

山田あき歌碑 → リウラ・ラウラ 

  ③企業コース  (株)武江組 →  第一酒造(株) 

→  (株)自然薯そば 

○生徒が見学時の質問内容等を踏まえ、8グル

ープに分かれて検討した取組を発表した

後、地域協議会委員と意見交換を実施した。 

○地域協議会委員が候補として挙げた「浦川

原のいいところ」を基に、生徒が現地見学先

を選定。 

○地元の歴史・文化を再発見する現地学習と

して、7か所を訪問・見学した。 

■見学箇所 

六角堂→虫川の大スギ→飯室神楽→ 

山田あき歌碑→木造聖観音像→ 

谷集会所・月影雅楽 

○生徒が 5 班に分かれ、現地見学で学んだこ

とを踏まえて作成した「浦川原の魅力マッ

プ」を基に、地域協議会委員とワークショッ

プを行った。 

活動の 

成 果 

○生徒から、地元企業の PRポスターや地酒の

ラベル作成、物産館のおやき新商品開発、

「虫川の大スギ」を使用したストラップ作

成など、浦川原区の魅力を発信する多くの

提案があった。 

○中学生が自分たちにできることとして、月

影の郷、六日町・真光寺のリウラ・ラウラ像、

虫川の大スギで清掃活動を行った。 

○自分が住んでいる地区だけでなく、その他

の地区にあるいいところを知ってもらう機

会となった。 

○クラウドファンディングや動画サイトの活

用など、新しい試みの提案があった。 

○作成したマップは、総合事務所や区内の駅

舎、月影の郷などに掲出した。 
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 令和 4年度 令和 5年度 

名 称 
浦川原区地域協議会主催中学生との意見交換会 

「ふるさと浦川原の伝統文化」 

浦川原区地域協議会主催中学生との意見交換会 

「ふるさと浦川原の伝統文化」 

開催日 

現地学習：令和 4年 11月 8日（火） 

意見交換会：令和 4年 12月 20日（火） 

まとめ発表会：令和 5年 3月 9日（木） 

視察見学：令和 5年 11月 7日（火） 

意見交換会：令和 6年 1月 30日（火） 

まとめ発表会：令和 6年 1月30日（火） 

対 象 
生 徒 浦川原中学校 1年生 浦川原中学校 1年生 

ねらい 

 

○自分たちの住む「ふるさと浦川原」にある

様々ないいところの中で、伝統文化に焦点

を当てて学ぶ。 

○現地学習及び体験学習を踏まえ、各団体の

課題等の解決に向けた提案をまとめる。 

○前年度と同様 

内 容 

○区内に伝えられてきた伝統文化について深

掘りするため、見学だけではなくそれぞれ

の伝統文化を体験する機会とする。 

○生徒 13人を 1班とし、各団体を訪問して講

話・見学の後、実際にそれぞれを体験する。 

■訪問先 

飯室神楽→月影雅楽→保倉川太鼓 

○現地学習や体験活動を踏まえ、生徒が訪問

先のそれぞれの魅力、課題等に対する提案

をまとめて発表した後、地域協議会委員と

意見交換を実施。 

○意見交換の結果を踏まえて修正した提案に

ついて、現地学習受入団体を招いて発表会

を開催。 

○自分たちの住む「ふるさと浦川原」の伝統文

を学ぶ機会とするため、現地学習及び体験

活動を行う。 

○生徒 22人で 3団体を訪問し、講話・見学の

後、実際にそれぞれを体験する。 

■訪問先 

①飯室神楽→②月影雅楽・③保倉川太鼓 

※②・③は 2班に分かれて順番に訪問 
○現地学習や体験活動を踏まえ、生徒が訪問
先ごとに課題等に対する提案をまとめて発
表した後、地域協議会委員及び受入団体と
の意見交換を実施。 

活動の 

成 果 

○これまでの話を聞いたり見たりというだけ

でなく、それぞれの伝統文化を実際に体験

する機会となり、伝統文化をより身近に感

じてもらえた。 

○それぞれの団体が抱える活動費不足や後継

者不足といった課題への解決策として、缶

バッジやうちわなどのグッズ販売、ポスタ

ーやインターネットを使ったＰＲなどの提

案が生徒からあった。 

○前年度と同様に、聞いたり見たりというだ

けでなく、それぞれの伝統文化を実際に体

験する機会となり、伝統文化をより身近に

感じてもらえた。 

○全ての訪問先で後継者が不足しており、存

続が危うい状況であることが分かった。 

○生徒から、各団体の動画や英語で紹介する

プレゼン資料を作成し、発表を行った。ま

た、絵本を作成するなど、様々な形でＰＲす

るための提案があった。 
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■ その他の取組 
   浦川原区地域協議会では、委員の資質向上を図るとともに、更なる見識を深

めることを目的に、研修会を開催しました。 

 

１ 地域協議会委員研修会の開催 

 令和 2年度 

開催日 令和 2年 8月 6日（木） 

参加者の範囲 地域協議会委員 

講 師 上越市 自治・市民環境部 自治・地域振興課長 岡村 功一氏 

テーマ 地域自治区と地域協議会について 

研修の成果 
委員改選があったため、上越市自治基本条例や地域自治区制度、地域協議会の役割な

ど、地域協議会委員として必要な知識を学ぶ機会となった。 

 

 

 令和 3年度 

開催日 令和 3年 11月 22日（月） 

参加者の範囲 地域協議会委員、町内会長、一般市民 

講 師 島根大学教育学部 教授 作野 広和氏 

テーマ 転換点に立つ集落 ～どうしても守れない集落・エリアに対してどう向き合うか～ 

研修の成果 

6月に実施した月影地区での意見交換会を踏まえて開催したもの。 

過疎化、少子・高齢化が著しい地域において、集落機能を維持することができず、やむ

を得ず「むらおさめ」を検討しなければならない集落があるのは事実であるが、そうなる

前に、いかに現在の営みを続けて行くかについて、地域住民間で話合いをしていく必要が

あることを学ぶとともに、そのために地域協議会が何をすべきなのかについて考える機会

となった。 

 

 

 令和 4年度 

開催日 令和 4年 11月 8日（火） 

参加者の範囲 地域協議会委員 

講 師 上越市 自治・市民環境部 自治・地域振興課参事 佐藤 陽介氏 

テーマ 地域自治推進プロジェクトについて 

研修の成果 

市が進める「地域のことは地域で決めて、地域で実行する地域自治の仕組みの強化

を目指す」ための取組について、これまでの内容や今後の進め方、「地域独自の予算事

業」などについて学ぶ機会となった。 
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 令和 5年度 

開催日 令和 5年 8月 24日（金） 

参加者の範囲 地域協議会委員、町内会長、農業関係団体 

講 師 星の谷ファーム 天明伸浩氏 

テーマ 川谷もよりの地域づくり～川谷で暮らして２７年～ 

研修の成果 

講師から、吉川区に移住した当時の様子や新たな移住者の受入れ、農業指導などを

通した地域づくりについて、地域に住んでいる側だけでなく、移住する側の視点での

話もあったことから、地域協議会として移住促進について考えていく上で大変参考に

なった。 

開催日 令和 5年 11月 10日（金） 

参加者の範囲 地域協議会委員、大島・安塚地域協議会委員、町内会長、集落づくり推進員 

講 師 
特定非営利活動法人ざいごう 理事長 古澤 良春氏、理事、古澤 千代子氏、 

理事 出浦 智信氏、理事 小畑 正氏 

テーマ 中山間地域における空き家の利活用について 

研修の成果 

大島区、浦川原区、安塚区の地域協議会委員が一堂に会し、日頃の活動状況について

情報交換するとともに、当区が当番幹事となり、空き家の利活用をテーマに、合同研修

会を開催したもの。 

３区の共通課題である空き家問題について、リフォームした空き家の移住者への転

貸や、地元住民を巻き込んだ移住者同士の交流の場の設営など、民間団体ならではの

取組について話を聞くことができたほか、質疑応答や意見交換が活発に行われたこと

から、当区地域協議会委員だけでなく、大島区・安塚区の地域協議会委員や町内会長な

ど、同じ課題を持つ団体等にとって大変参考になった。 

 

 

 

２ 自主的審議に向けた研修会の開催 

 令和 3年度 

開催日 令和 4年 3月 11日（金） 

参加者の範囲 地域協議会委員、町内会長、一般市民 

講 師 北越急行株式会社 代表取締役社長 小池裕明氏 

テーマ 25年目の原点回帰 

研修の成果 

自主的審議に向けた検討を行うために開催したもの。 

委員から提案があった中山間地域における公共交通の在り方に関し、地域にとって

欠かすことのできない「ほくほく線」の利用促進に向け、現状や今後の展望について学

ぶことができた。 
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■ 地域協議会だよりの発行 
    浦川原区地域協議会の活動を地域住民の皆様に周知するため、第 5期浦川原

区地域協議会の任期が始まった令和 2年 4月 29日から本日（令和 6年 2月 23

日）までの間に、地域協議会だより（広報紙）を 11回発行しました。 

 

発行年度 発行日 主な掲載内容 

令和 2年度 

(3回発行) 

令和 2年 7月 25日（通算48号） 
○第 5期地域協議会委員の紹介 

○令和 2年度地域活動支援事業の採択結果 

令和 2年 12月 25日（通算 49号） 
○地域協議会と中学生との意見交換会 

○出張地域協議会の開催報告 

令和 3年 2月 25日（通算50号） 
○令和 3年度地域活動支援事業事前相談の開始 

（告知） 

令和 3年度 

(2回発行) 

令和 3年 7月 25日（通算51号） 
○出張地域協議会の開催報告 

○令和 3年度地域活動支援事業の採択結果 

令和 4年 2月 25日（通算52号） 
○令和 4年度地域活動支援事業事前相談の開始 

（告知） 

令和 4年度 

(3回発行) 

令和 4年 7月 25日（通算 53号） 

○令和 4年度地域活動支援事業の採択結果 

○自主的審議事項の検討経過 

○地域協議会と中学生との意見交換会 

令和 5年 2月 25日（通算 54号） 
○出張地域協議会の開催報告 

○地域協議会と中学生との意見交換会 

令和 5年 3月 25日（通算 55号） 

○市への意見書提出（ほくほく線の利用促進及び利

便性向上について） 

○「浦川原いいとこ探し」まとめ発表会 

令和 5年度 

(3回発行) 

令和 5年 6月 25日（通算56号） ○自主的審議事項の進捗状況報告 

令和 5年 10月 25日（通算 57号） 
○地域活性化の方向性の報告 

○自主的審議事項の協議 

令和 6年 3月 25日（通算58号） 

（予定） 

○出張地域協議会の開催報告 

○地域協議会と中学生との意見交換会 
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○地域協議会だよりの例  

 ■令和 2年 7月 25日発行 通算第 48号  ※ 1～3ページを抜粋して掲載 
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 ■令和 3年 7月 25日発行 通算第 51号    ※表紙のみを抜粋して掲載 
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 ■令和 5年 3月 25日発行 通算第 55号  ※表紙のみを抜粋して掲載 
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 ■令和 5年 10月 25日発行 通算第 57号  ※表紙のみを抜粋して掲載 

 


